
生命共済規則 

第１章 総  則 

第１条（趣旨） 

この規則は、日産労連リック規程（以下「リック規程」という）第２条（事業内容）および第３条（規則の設置）

に基づいて定める。 

第２条（目的） 

この共済は、会員および配偶者の死亡、身体障害ならびに入院・手術等に対し、会員の相互扶助により救済をはか

ることを目的とする。 

第３条（共済事業の提携ならびに運営） 

１.この共済は、一部を全国労働者共済生活協同組合連合会（以下、「こくみん共済 coop」という。）と提携して実施

する。なお、リック生命共済規則に定めのない事項については、こくみん共済 coop の定款および団体定期生命

共済事業規約・同細則に準じて中央執行委員会で決定する。 

２.業務の運営においては、その一部をこくみん共済 coop へ委託して実施する。提携および委託内容については別

に定める。 

第４条（共済の加入型） 

１.共済の加入型は次の各号とする。 

１)一般型 

一般１型 一般２型 一般３型 一般４型 

２)告知型 

告知１型 告知２型 告知３型 告知４型 

３)サービス一般型 

サービス一般１型 サービス一般２型 

４)サービス告知型 

サービス告知１型 サービス告知２型 

２.各型については重複して加入することができない。 

第５条（共済の加入資格者） 

この規則に定める加入資格者は、次の各項の条件のすべてを満たすものとする。（以下、加入した者を｢加入者｣と

いう。） 

１.加入できる資格は次の各号のとおりとする。 

１)リック規程第４条（会員）に定める会員 

但し主契約者が死亡した時点で、配偶者が加入していた場合、配偶者が会員登録をすることにより、主契約者と

して加入できる。(以下生命共済配偶者会員という。) 

(以下、加入した者を｢主契約者｣という。） 

ただし、サービス一般型、サービス告知型については、新規組合員全員(日産労連の加盟組合からの転籍者は除

く)を加入対象とする。 

なお、この規則に定める加入資格者は、リック規程第４条（会員）に定める会員であり、かつ、こくみん共済 coop

の各都道府県労済生協の組合員でなければならない。 

２)主契約者の配偶者(内縁関係にあるものおよび戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質

を備える状態にあるもの（以下「内縁関係にあるもの等」という。）を含む。ただし、主契約者または内縁関係

にあるもの等に戸籍上の配偶者がいる場合を除く。)(以下１号の契約を「主契約」、２号の契約を「配偶者契約」

という。) 

  但し生命共済配偶者会員が再婚した場合、再婚相手は配偶者契約ができない。 

３)配偶者契約は主契約の加入を条件とする。 

４)主契約者と配偶者は各々別の加入型に加入できる。 

５)本人、配偶者ともにリック規程第４条（会員）に定める会員である場合、同一人が会員本人としての加入と配

偶者としての加入の２つの契約をすることはできない。 

２．各型における加入または継続できる年齢は、次の各号のとおりとする。なお契約年齢は、契約発効日現在におけ

る満年齢で計算し、１年未満の端数については切り捨てる。 

１)新規加入および増口 

第１２条（共済の契約発効日と契約期間）、第１３条（契約期間途中加入者の契約発効日と契約期間）に定める

契約発効日または更新日現在の年齢が、満１５歳以上６５歳未満のもの。 



２)継続加入 

(１)継続加入者は発効日現在８０歳の年の１２月３１日２４時まで継続ができる。ただし、主契  約者が契約を終

了した場合、配偶者も同時に契約終了となる。 

(２)各型の継続加入年齢 

  各型の継続加入年齢は次のとおりとする。 

  年齢は更新日現在の満年齢とする。 

①一般型 

一般１型   １５歳から６０歳 

一般２型  ６１歳から６５歳 

一般３型  ６６歳から７０歳 

一般４型  ７１歳から８０歳 

 ②告知型 

告知１型  １５歳から６０歳 

告知２型  ６１歳から６５歳 

告知３型  ６６歳から７０歳 

告知４型  ７１歳から８０歳 

③サービス一般型 

サービス一般１型   １５歳から６０歳 

サービス一般２型  ６１歳から６５歳 

④サービス告知型 

サービス告知１型  １５歳から６０歳 

サービス告知２型  ６１歳から６５歳 

３.加入できる健康上の条件は、次の各号のとおりとする。 

１)一般型、サービス一般型 

加入申込日現在、正常に勤務し、または健康に日常生活を営んでおり、加入基準に規定する健康上の条件に該当

しないものとする。ただし満了する共済契約と同一内容で更新する場合においては、健康上の条件のいずれかに

該当する者であっても加入者とすることができる。 

２)告知型、サービス告知型 

加入基準に規定する健康上の条件に該当した場合に加入できる。 

第６条（共済契約の種類） 

共済契約の種類は次の各項のとおりとする。 

１.加入者別の種類 

 １)主契約 

 ２)配偶者契約 

２.保障内容別の種類 

 １)死亡(障害) 

 ２)入院(手術) 

第７条（共済契約口数の限度と変更） 

１.契約できる口数は主契約、配偶者契約ともに次の各号のとおりとする。 

また、死亡(障害)、入院(手術)の口数については、次の各号の範囲内でそれぞれ契約できる。ただし、死亡(障害)、

入院(手術)一方のみの契約はできない。 

１)一般型 

(１)一般１型 

死亡(障害) １口から４０口 

入院(手術) ４口から４０口 

(２)一般２型 

死亡(障害) １口から１０口 

入院(手術) ４口から１０口 

(３)一般３型 

死亡(障害) １口から５口 

入院(手術) ４口から１０口 

(４)一般４型 



死亡(障害) １口 

入院(手術) ４口から１０口 

(５)すでに死亡(障害)・入院(手術)ともに１口から３口で契約している場合は同じ口数で継続契約ができる。ま

た、増口をする場合は各型の加入口数の範囲内とし、減口する場合は、入院(手術)を同じ口数のまま死亡(障

害)の口数のみ 1口までに変更できる 。・ 

 ２)告知型 

(１)告知１型 

死亡(障害) ４口 

入院(手術) ４口 

(２)告知２型 

死亡(障害) ４口 

入院(手術) ４口 

(３)告知３型 

死亡(障害) ４口 

入院(手術) ４口 

(４)告知４型 

死亡(障害) １口 

入院(手術) ４口 

３)サービス一般型 

(１)サービス一般１型 

死亡(障害) １口 

入院(手術) １０口 

(２)サービス一般２型 

死亡(障害) １口 

入院(手術) １０口 

(３)追加分の掛金を支払うことによりサービス一般 1型は死亡(障害)、入院(手術)ともに４０口まで、サービス

一般２型は死亡(障害)、入院(手術)ともに１０口まで契約できる。 

４)サービス告知型 

(１)サービス告知１型 

死亡(障害) ４口 

入院(手術) １０口 

(２)サービス告知２型 

死亡(障害) ４口 

入院(手術) １０口 

２.前１項の規定にかかわらず、認定基準および給付基準に定める重度障害共済金給付者で加入基準の健康上の条件

に該当しないものは一般型、サービス一般型に死亡(障害)、入院(手術)ともに２口まで加入できる。ただし重度

障害共済金を支払った事由と因果関係のある傷病については給付しない。 

３.契約した口数は、その契約期間中に変更はできない。ただし、前１項の限度口数を超えて契約していることが明

らかになった場合は、限度口数内に変更するものとする。 

また、第５条（共済の加入資格者）１項５号にかかわらず同一人が会員本人としての加入と配偶者としての加入

の２つの契約をしていた場合、どちらか１つの契約の限度口数内に変更しなければならない。 

第８条（共済契約の申し込みと内容変更の手続き） 

１.共済契約の新規申し込みは月単位で随時受け付ける。 

２.共済契約の契約口数の変更、加入型の変更および解約の受付は毎年１回の一斉募集期間とする。 

３.前２項の契約の手続きは、別表２(必要書類）に定める申込書に必要事項を記入し、署名または記名押印のうえ、

募集締切日までに加盟組合を通じて日産労連に提出しなければならない。 

   なお、配偶者が加入する場合は、主契約者は配偶者の同意を得なければならない。 

４.既加入者で契約内容を変更しない場合は、加入資格を有する限り自動継続とすることができる。 

５.年齢による型の移行は同じ契約額で自動継続とする。ただし、移行時に限度口数を超える場合はその限度口数で

自動継続とする。 

６.サービス一般型から一般型への移行、サービス告知型から告知型への移行は同じ契約額で自動継続とする。ただ

し、サービス告知型については告知型の口数で自動継続とする。 



第９条（告知義務） 

１.新規に契約を行なう者および契約を増口して申し込む者は、申込書記入日における健康状態の告知について指定

する書面により正しく申告しなければならない。 

２.共済契約の申し込みにおいては、健康確認を行なう日を設定する。健康確認日は申込書記入日とする。ただし、

申込書記入日が記載されていない場合は、次に定める日を健康確認日とする。 

１)一斉募集期間中については生命共済の募集締め切り日 

２)契約期間途中の加入については毎月の締め切り日である１５日 

３.年齢による型の移行については、同じ契約額までは健康告知は不要とする。 

４.告知型、サービス告知型の加入については申込書に記載されている健康に関する報告書を提出しなければならな

い。 

第１０条（共済契約の諾否） 

第８条(共済契約の申し込みと内容変更の手続き)に基づく共済契約の申し込みは、申込書の記載内容をもとに加

入資格審査および、質問事項に対する回答に関する審査を行なった後、加入の諾否を日産労連が決定する。 

第１１条（共済契約の成立） 

加入が承認された共済契約は第１４条(共済掛金）に定める掛金相当額が指定した期日に納入されることにより発

効日から成立する。 

サービス一般型、サービス告知型については、申込書の提出により組合加入日から成立する。 

第１２条（共済の契約発効日と契約期間） 

１.共済の契約発効日は毎年１月１日とする。 

２.共済の契約期間は、毎年１月１日０時から１２月３１日２４時までの１年間とする。 

３.サービス一般型、サービス告知型については、組合加入日を発効日とし、組合加入日から 1年間を契約期間とす

る。ただし、組合加入日が 1日以外の場合、組合加入日から翌年同月の月末までを契約期間とする。 

第１３条（契約期間途中加入者の契約発効日と契約期間） 

１.初回掛金の支払方法と契約発効日は次の各号のとおりとする。 

１)半年払い初回掛金は加入月から６月３０日または１２月３１日までの掛金を一括して納入するものとし、毎月１

５日までに受理した申し込みについて翌月５日に引き落としをする。引き落としがされることにより引き落とし

開始月の１日０時から契約を発効する。 

２)月払い初回掛金は毎月１５日までに受理した申し込みについて翌月５日に引き落としをする。引き落としがされ

ることにより引き落とし開始月の１日０時から契約を発効する。 

２.契約期間は、初年のみ加入月の１日０時から１２月３１日２４時までとする。 

３.共済掛金は、加入月からの掛金を納入するものとする。 

４.生命共済配偶者会員の契約発効日は主契約者の契約消滅日の翌月とし同月から会費が発生する。 

第１４条（共済掛金） 

１.共済掛金の額は、主契約、配偶者契約ともに次の各号のとおりとする。 

１)一般型 

(１)一般１型 

死亡(障害) １口あたり月２１０円 

入院(手術) １口あたり月６０円 

(２)一般２型 

死亡(障害) １口あたり月４２０円 

入院(手術) １口あたり月１２０円 

(３)一般３型 

死亡(障害) １口あたり月９５０円 

入院(手術) １口あたり月２２０円 

(４)一般４型 

死亡(障害) １口あたり月２,１００円 

入院(手術) １口あたり月３３０円 

２)告知型 

(１)告知１型 

死亡(障害)・入院(手術) ４口 

月２,１６０円 



(２)告知２型 

死亡(障害)・入院(手術) ４口 

月３,９００円 

(３)告知３型 

死亡(障害)・入院(手術) ４口 

月７,５００円 

(４)告知４型 

死亡(障害)１口 入院(手術)４口 

月４,８００円 

３)サービス一般型 

    無料（上乗せ保障分は一般型と同じ） 

４)サービス告知型 

無料 

２.共済掛金は１年ごとの掛け捨てとする。 

３.共済掛金の納入方法は、次の各号のとおりとする。 

１)半年払い 

年間掛金を前期と後期の年２回にわけ、６ケ月分を一括して主契約者の登録口座から引き落としする。 

引き落とし時期は前期が１月とし１月１日から６月３０日までの分、後期が７月とし７月１日から１２月３１

日までの分とする。 

ただし、指定された期日に引き落としができなかった場合、２回目以降の再引き落とし手数料は主契約者負担

とする。 

２)月払い 

毎月の引き落とし手数料を主契約者が負担することにより、年間掛金を１２回に分け主契約者の登録口座から

引き落としとする。この場合、リック火災共済、３大疾病保障特約保険の掛金も月払いとなる。 

４．納入された共済掛金は返還しない。ただし、日産労連でやむを得ないと判断した場合はこの限りではない。 

５．生命共済配偶者会員の会費は月２００円とし、半年払いとする。 

第１５条（共済掛金の支払猶予期間） 

１.共済掛金が指定された期日に引き落としできなかった場合、日産労連への共済掛金の支払猶予期間を設定する。 

２.支払猶予期間は、引き落とし月の翌々月の末日とする。 

３.支払猶予期間中に共済掛金が日産労連に納入されることにより、共済契約は契約発効日から成立したものとして

取り扱う。 

第１６条（共済金の種類） 

共済金の種類は、次のとおりとする。 

１.死亡(障害)の保障内容 

 １)死亡共済金 

２)重度障害共済金 

３)事故特約共済金 

４)後遺障害共済金 

(１)事故後遺障害共済金 

(２)病気後遺障害共済金 

(３)障害見舞金 

２.入院(手術)の保障内容 

 １)入院共済金 

  (１)事故入院共済金 

  (２)病気入院共済金 

 ２)入院見舞金 

３)手術共済金（ドナー支援金、放射線治療共済金含む） 

３.診断書補助料 

第１７条（共済金の給付申請と手続き） 

１.共済金を請求する場合の申請者は、第１８条（共済金受取人の範囲および順位）に定める共済金受取人とする。 

２.共済金の給付申請をするときは、別表２（必要書類）に定める該当書類を、加盟組合に提出するものとする。 

３.共済金請求を受けた加盟組合は、遅滞なく前２項の提出書類を確認のうえ、日産労連へ提出しなければならない。 



第１８条（共済金受取人の範囲および順位） 

１.共済金受取人は、主契約者とする。 

２.主契約者が死亡し、受取人の指定がない場合は、次の各号の順位とする。また、２号から５号については、それ

ぞれ当該各号中の順位とする。 

１)主契約者の配偶者 

２)主契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた主契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。なお、

「主契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた」とは、主契約者の収入によって日常の消費生活

の全部または、一部を営んでおり、主契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるよう

な関係が常態であった場合をいう。 

３)主契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた主契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉

妹。なお、「主契約者の配偶者の子」とは主契約者の実子または養子ではない子供をいう。また「配偶者の孫」と

はその子供をいう。 

４)前２号に該当しない主契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。 

５)前３号に該当しない主契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。 

６)同順位の共済金受取人が２人以上あるときは、代表者を１人定めなければならない。この場合において、その代

表者は他の共済金受取人を代表するものとする。 

３.受取人を複数指定する事はできない。 

４.主契約者は、随時死亡共済金受取人を指定または変更することができる。手続きについては、別表２（必要書類）

に定める所定の申請書を提出し、日産労連の承諾を得なければならない。 

第１９条（共済金給付の審査） 

１.所定の共済金給付申請書（請求書）と添付書類の審査ならびに必要な調査については、こくみん共済 coop へ委

託するものとする。 

２.日産労連は審査に必要な書類の提出を求めることができる。 

３.日産労連は申請者に対して給付審査において、とくに日時を要する場合、その旨を申請者へ通知する。 

第２０条（共済金給付の認定と給付） 

１.共済金の給付については、こくみん共済 coop の審査結果をもとに認定基準および給付基準に基づき日産労連が

決定する。 

２.日産労連は給付対象と認定した場合、共済金受取人へ給付金明細を送付し、共済金を支払う。 

３.日産労連は給付対象外と認定した場合、申請を却下し、その旨を申請者へ通知する。 

第２１条（告知型、サービス告知型の共済金給付について） 

告知型、サービス告知型の共済金給付については、加入時に申告した傷病と因果関係がある加入日から２年間内

の事由については給付しない。ただし告知型に加入した前年に一般型に加入していた場合は、告知型の契約口数

以内で告知型に加入した前年の口数で給付する。また、告知型に加入した前年に新規加入または増口し告知義務

違反があった場合は、告知型の契約口数以内で告知型に加入した前々年の口数で給付する。 

第２２条（共済金請求の時効） 

１.共済金および諸返戻金を請求する権利は、これを行使することができるときから３年間行使しないときは、時効

によって消滅する。 

２.前１項の規定にかかわらず、共済金請求権が時効により消滅した場合であっても、次のすべてを満たし、日産労

連が特に認めたときには、共済金支払の対象とする。 

１)共済金の請求に必要な書類（公的証明等）をすべて提出できること。 

２)共済金の支払い可否判断に支障（共済の目的の共済事故の発生状況が確認できない等）がないこと。 

第２３条（共済金を給付しない場合） 

次の各項のいずれかに該当する場合には、共済金を給付しない。 

１.死亡共済金 

１)加入者の犯罪行為によるときで、日産労連が死亡共済金の支払いを適当でないと認めたとき。 

２)共済金受取人の故意によるとき。ただし、その人が死亡共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額

を他の共済金受取人に支払う。 

３)共済契約者の故意によるとき（共済契約者と加入者が同一人である場合を除く）。 

２.重度障害共済金 

１)加入者の故意（自殺行為を除く）によるとき。 

２)加入者の犯罪行為によるときで、日産労連が重度障害共済金の支払いを適当でないと認めたとき。 



３)共済契約者の故意によるとき（共済契約者と加入者が同一人である場合を除く）。 

４)日産労連が重度障害共済金を支払う前に、死亡共済金（当該重度障害共済金の請求原因となった傷病との因果関

係を問わない）の支払請求を受けたとき。 

５)日産労連が死亡共済金を支払った後に、重度障害共済金（当該死亡共済金の支払いの原因となった傷病との因果

関係を問わない）の支払請求を受けたとき。 

３.事故特約共済金、事故後遺障害共済金、事故入院共済金 

１)共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部

の受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払う。 

２)加入者の故意または重大な過失によるとき。 

３)加入者の犯罪行為によるとき。 

４)加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 

５)加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。 

６)加入者の精神障害または泥酔によるとき。 

７)加入者の疾病に起因して生じた事故によるとき。 

８)原因がいかなる場合でも頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰・背痛で他覚症状のないもの。 

４.病気後遺障害共済金、障害見舞金 

１)不慮の事故（不慮の事故以外の外因を含む）を原因とした特定の身体の障害の状態の場合で、次のいずれかに該

当したとき。 

(１)共済契約者または加入者の故意または重大な過失によるとき。 

(２)加入者の犯罪行為によるとき。 

(３)加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 

(４)加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。 

(５)加入者の精神障害または泥酔によるとき。 

(６)加入者の疾病に起因して生じた事故によるとき。 

２)疾病を原因とした特定の身体の障害の状態の場合で、いずれかに該当したとき。 

(１)共済契約者または加入者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき。 

(２)加入者の薬物依存によるとき、または薬物依存により生じた疾病によるとき。 

５.病気入院共済金 

１)共済契約者または加入者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき。 

２)加入者の薬物依存によるとき、または薬物依存により生じた疾病によるとき。 

３)原因がいかなる場合でも頸部症候群( いわゆる「むちうち症」）または腰・背痛で他覚症状のないもの。 

６.手術共済金（放射線治療共済金を含む） 

１)不慮の事故を原因とする場合で、次のいずれかに該当したとき。 

(１)共済契約者または加入者の故意または重大な過失によるとき。 

(２)加入者の犯罪行為によるとき。 

(３)加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 

(４)加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。 

(５)加入者の精神障害または泥酔によるとき。 

(６)加入者の疾病に起因して生じた事故によるとき。 

(７)頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰・背痛で他覚症状のないもの。 

２)疾病を原因とする場合で、次のいずれかに該当したとき。 

(１)共済契約者または加入者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき。 

(２)加入者の薬物依存によるとき、または薬物依存により生じた疾病によるとき。 

(３)頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰・背痛で他覚症状のないもの。 

第２４条（共済金の弁済） 

共済金の給付を行なった後、第２３条（共済金を給付しない場合）に掲げる行為が発覚した場合、共済金の受取人

はすでに給付した共済金を弁済しなければならない。 

第２５条（甚大な事故による共済金の分割、繰延支払い、および削減） 

１.戦争その他の非常な出来事および地震、津波、噴火その他それらに類する天災により、共済契約にかかる所定の

共済金を支払うことができない場合には、共済金の分割払い、支払の繰延または、削減をすることができる。 

２.前１項の場合には、その直後に行なわれる中央委員会の承認を得なければならない。 

第２６条（共済契約の存続） 



共済期間中に、共済金の給付が行なわれても共済契約は存続する。ただし、第３２条(共済契約の消滅）に該当す

る場合を除く。 

第２７条（共済契約の無効） 

１.次の各号のいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とする。 

１)加入者(主契約者・配偶者)が発効日にすでに死亡していたとき。 

２)加入者(主契約者・配偶者)が発効日または更新日において第５条（共済の加入資格者）１項および２項に規定

する加入資格を失っていたとき。 

２.前１項の場合において、当該期の掛金は返還する。 

第２８条（共済契約の失効） 

共済掛金納入の支払猶予期間中に会費および共済掛金が日産労連に納入されない場合、共済契約は掛金納入期間

をもって失効する。 

サービス一般型について上乗せ保障分の掛金が日産労連に納入されない場合、上乗せ保障分の契約が失効する。 

第２９条（共済契約の解約） 

１.共済契約期間の途中において、共済契約を解約することはできない。 

２.前１項の規定にかかわらず主契約者が退職などによりリック規程第４条（会員）に定める会員の資格を失ったと

きは、掛金納入期間をもって共済契約は解約とする。 

３.前２項の場合において、当該契約の未経過分に相当する掛金は返還しない。 

４.サービス一般型、サービス告知型については退職日をもって解約とする。 

第３０条（重大事由による共済契約の解除） 

１.次のいずれかに該当する場合は、将来に向かって共済契約（加入口数を増口している場合には、その増口部分）

を解除することができる。 

１)この共済契約に基づく共済金の請求および受領等に際し、共済金受取人が詐欺行為を行ない、または行なおうと

したとき。 

２)共済契約者、加入者または死亡共済金受取人が、日産労連に、この共済契約に基づく共済金を支払わせることを

目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。 

３)共済契約者、加入者または死亡共済金受取人が、次のいずれかに該当するとき。 

(１)反社会的勢力に該当すると認められること。 

(２)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 

(３)反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 

(４)法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与し

ていると認められること。 

(５)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 

４)この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の契約等との重複により、加入者にかかる共済

金等（保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとする）の合計が著しく過大であり、共済制度の目

的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき。 

５)前１号から４号までのいずれかに該当するほか、共済契約者、加入者または共済金受取人に対する日産労連の信

頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。 

２.１項の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであって

も、１項の１号から５号までに規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共

済金（死亡共済金受取人が１項の３号のみに該当した場合で、その死亡共済金受取人が共済金の一部の受取人で

あるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいう）を支払わない。また、すでに共済金を

支払っていたときは、共済金の返還を請求することができる。 

３.１項の規定による共済契約の解除は、共済契約者に対する通知により行なう。ただし、共済契約者の所在不明、

死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、加入者または死亡共済金受取人に対する通知により行

なうことができる。 

第３１条（告知義務違反による共済契約の解除） 

１.主契約者または配偶者が、共済契約の申込みの当時、故意または過失により共済契約申込書に重要な事実を告げ

ず、不実のことを申告したときには次の共済契約を将来に向かって解除することができる。 

１)新規……すべての共済契約 

 ２)増口……増口分の共済契約 

２.前１項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、共済契約を解除しない。 



１)解除の原因を知ったときから、１ヵ月間解除権を行使しなかったとき。 

２)共済契約の発効日から２年以内に給付に該当する事由が発生しなかったとき。 

３)共済契約締結時から５年を経過したとき。 

３.前１項の規定により共済契約を解除した場合、その解除が給付事由発生ののちであっても共済金を支払わず、ま

た、すでに支払っていた場合、共済金受取人は共済金を返還しなければならない。 

４.前３項の規定にかかわらず、共済金については、請求の原因となった傷病と共済契約解除の原因となった事由に

因果関係がなかった事を主契約者または共済金受取人が証明した場合には、新規、増口申し込み時の口数で給付

し、その後共済契約は解除する。 

５.前１項の場合において納入された既経過分の掛金は返還しない。 

６.告知型については、加入時に申告をしていない健康告知に該当する傷病があった場合、共済契約を解除する。 

７.サービス一般型加入者で、申込みの当時、故意または過失により共済契約申込書に重要な事実を告げず、不実の

ことを申告したときには、サービス告知型へ変更し、上乗せ保障の契約がある場合は上乗せ保障の共済契約は解

除する。 

８.サービス告知型について、加入時に申告をしていない健康告知に該当する傷病があった場合、その傷病について

も加入時に申告があったものとみなし、加入日から２年間内の事由については給付しない。 

第３２条（共済契約の消滅） 

１.主契約者が死亡した場合にはそのときをもって、重度障害共済金が支払われた場合には重度障害と認定された日

をもって、主契約は消滅する。ただし、配偶者契約は消滅せず、主契約者が第５条（共済の加入資格者）に定め

る加入資格者である間は継続できる。 

２.配偶者が死亡した場合にはそのときをもって重度障害共済金が支払われた場合には重度障害と認定された日を

もって、配偶者契約は消滅する。 

３.共済契約期間中に配偶者と離婚した場合は、掛金納入期間をもって配偶者契約は消滅する。なお、その配偶者契

約は、再婚した場合の配偶者に引き継ぐことはできない。 

４.前１項および２項の場合においては当該契約の未経過分に相当する掛金は返還しない。 

第３３条（異議申立ておよび再審査の請求） 

１.共済金を受ける者が給付内容に疑義があるとき、もしくは給付の対象外であることの通知を受けたときは、日産

労連に対して異議申立ておよび再審査を請求することができる。 

２.異議申立ておよび再審査の請求は、共済金に関する内容を知った日から６０日以内に書面をもって行なうものと

し、これを経過したときは請求権を失うものとする。 

３.日産労連が再審査の請求を受理したときは、中央執行委員会において遅延なく再審査を行ない、その結果を書面

によって通知しなければならない。 

第３４条（割戻金および保険料控除） 

１. こくみん共済 coopとの提携部分については、こくみん共済 coopの決算時に、剰余金が生じた場合、割戻金と

して還元する。 

ただし、告知型、サービス一般型（上乗せ分を除く）サービス告知型については割戻金還元の対象とならない。 

２. こくみん共済 coopとの提携部分については、保険料控除の対象となる。 

ただし、告知型、サービス一般型（上乗せ分を除く）、サービス告知型について保険料控除の対象とならない。 

第３５条（会計の性格） 

生命共済の会計はリック規程第５条（会計）による事業会計として管理する。 

第３６条（運営管理費用） 

１.生命共済の運営にともなう諸経費ならびに管理諸費用は、生命共済会計より支出する。 

２.提携にともない発生する収入および費用についてはすべてを生命共済会計に繰り入れ運用する。 

第３７条（３大疾病保障特約保険の設置） 

生命共済の加入者について３大疾病保障特約保険を設置する。運用にあたっては別に定める「３大疾病保障特約

保険規則」を適用する。 

第３８条（規則の変更） 

日産労連は、共済期間中であっても、法令等 の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、規則を変

更する必要が生じた場合等には、中央委員会の議決を経て、支払事由、支払 要件、免責事由、その他のこの規

則にかかわる 契約内容を変更することができる。 

第３９条（規則の改廃） 

この規則の改廃は、中央委員会の議決を経て行なうものとする。但し、必要な場合は中央委員会までの間につい



て中央執行委員会の承認を得て施行することが出来る。 

第４０条（施行時期） 

１．この規則は、1978年 2月 10日（昭和 53年から実施する。 

２．1983年 4月 1日（昭和 58年）改定 

３．1984年 4月 1日（昭和 59年）改定 

４．１985年 12月 10日（昭和 60年）、 

自動車労連共済組合の創設に伴い制定された共済組合規約に基づいて、 1986年 1月 1日（昭和 61年）より改

定実施する。 

経過措置 

この規則による初年度会計期間 

1986年 1月 1日（昭和 61年）より 1986年 6月末日（昭和 61年）とする。 

５．1987年 4月 1日（昭和 62年）改定 

６．1988年 4月 1日（昭和 63年）改定 

７．1989年 1月 1日（昭和 64年）改定 

（自動車労連から日産労連に名称変更） 

８．1989年 9月 6日（平成元年）改定 

９．1990年 1月 1日（平成 2年）改定 

10．1992年 12月 11日（平成 4年） 

日産労連リック事業部の創設にともない施行された、リック事業部規約に基づいて、1993 年 1 月 1 日（平成 5

年）より改定実施する。 

11．1994年 1月 1日（平成 6年）改定 

12．1995年 1月 1日（平成 7年）改定 

13．1996年 1月 1日（平成 8年）改定 

14．1997年 1月 1日（平成 9年）改定 

15．1999年 1月 1日（平成 11年）改定 

16．2003年 1月 1日（平成 15年）改定 

17．2005年 1月 1日（平成 17年）改定 

18．2005年 7月 12日（平成 17年）改定 

（リック事業部の解散による変更） 

19．2008年 1月 1日（平成 20年）改定 

20．2009年 1月 1日（平成 21年）改定 

21．2010年 4月 1日（平成 22年）改定 

22．2011年 2月１日（平成 23年）改定 

23．2014年 10月１日（平成 26年）改定 

24．2015年 1月１日（平成 27年）改定 

25．2016年 1月 1日（平成 28年）改定 

26．2016年 3月 1日（平成 28年）改定 

27．2017年 1月 1日（平成 29年）改定 

28．2018年 1月 1日（平成 30年）改定 

29．2019年 1月 1日（平成 31年）改定 

30．2021年 1月 1日（令和 3年）改定 

31. 2023年 1月 1日（令和 5年）改定 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



加入基準 

健康上の条件 

規則第５条（共済の加入資格者）に定める健康上の条件とは以下のとおりとする。 

１．現在、病気＊１やけがのため、入院・安静加療＊２をしている、または、入院・安静加療＊２・手術＊３を 

要すると診断されている。 

２．過去１年以内に、下記の疾病＊４により、医師の治療＊５を受けたこと、または、医師の治療＊５を要すると診断さ

れたことがある。 

ただし、現在、その疾病が完治している＊６場合は該当しない。 

 

３．過去１年以内に、病気＊１やけが（手足の骨折を除く。）のため、連続して１４日以上の入院・安静加療をしたこと

＊７がある。または、過去１年以内に手術＊３を受けたことがある。 

 

 ＊１「病気」には、妊娠・分娩に伴う異常（帝王切開・子宮外妊娠・妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）・流産等）を含む。 

＊２「安静加療」とは、医師の診断にもとづき、自宅などで静養している状態をいう。なお、１週間程度で完治するかぜ・

インフルエンザによる安静加療は含まない。 

＊３「手術」には、切開術のほか、手足の骨折による手術、抜釘術、内視鏡手術、レーザー手術、レーシック手術、帝王

切開、人工中絶手術なども含む。これらの手術には共済金の支払対象とならないものも含む。また、入院を伴わない

日帰り手術も含む。ただし、抜歯は含まない。 

 

＊４「下記の疾病」とは、次に掲げるものをいう。 

ア．新生物（悪性新生物、上皮内新生物、良性新生物、がん、腫瘍、悪性リンパ腫、肉腫、子宮筋腫、白血病など。） 

イ．糖尿病 

ウ．心疾患（心臓病、狭心症、心筋梗塞、心房細動、心不全、心筋炎、心肥大、弁膜症、高血圧症＊８など。） 

エ．脳血管疾患（脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、脳血栓症など。） 

オ．胃、腸の疾患（胃潰瘍、十二指腸潰瘍、腸閉塞、潰瘍性大腸炎、腹膜炎、クローン病など。） 

カ．肝臓、膵臓の疾患（肝炎、肝硬変、肝機能障害、膵炎など。） 

キ．腎臓の疾患（腎炎、腎不全、腎硬化症、多発性のう胞腎、ネフローゼなど。） 

ク．呼吸器の疾患（肺炎、肺結核、肺気腫、肺のう胞、慢性気管支炎、気管支拡張症など。） 

ケ．精神障がい（うつ病、アルコール依存症、統合失調症、認知症、双極性障害など。）  

コ．神経の疾患（髄膜炎、脳性麻痺、パーキンソン病、筋ジストロフィー、アルツハイマー病、てんかん、多発性硬

化症、睡眠時無呼吸症候群など。）  

サ．血管および血液の疾患（動脈硬化症、動脈瘤、下肢静脈瘤、血栓症、貧血、紫斑病、血友病など。） 

シ．眼の疾患（白内障、緑内障、網膜剥離、網膜色素変性など。） 

ス．脊柱、骨、関節、全身性結合組織、免疫の疾患（サルコイドーシス、腰椎椎間板ヘルニア、強直性脊椎炎、後縦

靭帯骨化症、骨髄炎、骨パジェット病、関節リウマチ、膠原病、ベーチェット病、免疫不全症候群など。） 

＊５「医師の治療」とは、投薬、医学的処置、および食事療法などをいう。 

＊６「完治している」とは、医師から「病気が治癒した」、「治療の必要がない」と診断されている状態をいう。 

 ＊７「連続して 14 日以上の入院・安静加療をしたこと」には、入院日数と安静加療の期間が合計 14 日以上となる場合を

含む。例えば、自宅で 2日間の安静加療後、10日間入院し、さらにその後自宅で 2 日間安静加療した場合等を含む。 

＊８ 次のすべてに該当する場合を除く。 

  ⅰ）申込日（告知日）時点の被共済者の年齢が 30歳以上である。 

  ⅱ）今までに高血圧症の治療を目的とした入院歴がない。 

  ⅲ）高血圧症の原因となる疾病がない（「二次性高血圧症」と診断されていない）。 

   ⅳ）過去 1年以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受けた際に測定した最新の血圧値が、最大 139mmHg

以下かつ最小 89mmHg以下である。 

 

 

 

 

 

 

 



認定基準および給付基準  

 

規則第２０条（共済金給付の認定と給付）に定める認定基準および給付基準は以下のとおりとする。  

（１）死亡共済金 

＜認定基準＞ 

死亡共済金は、加入者が共済契約期間中に死亡したときに給付する。 

   ＜給付基準＞ 

①死亡日の契約口数で給付する。 

    ・重度障害共済金と重複して給付しない。 

    ・共済金の額は次のとおりとする。 

 

 

    ②自殺行為による死亡共済金の制約 

・新規加入または増口し、契約発効日から 1年以内の自殺行為による死亡共済金の給付は次のとおりとする。 

・新規の場合は、加入口数を問わず共済金 100万円を給付する。 

・増口の場合は、増口以前の契約額に 100万円を加え給付する。 

③行方不明者の給付処理 

・加入者の生死が不明の場合は、加入者が次の各号に該当し、公的機関により死亡したものと認められたときは、

その日において加入者が死亡したものとして取り扱う。 

１）加入者が裁判所より失踪宣告を受けたとき。 

２）船舶または航空機の事故およびその他の危難に遭った者のうち、加入者の生死が、危難の去った後、次の期

間を経過してもわからないとき。ただし、それぞれの期間が経過する前であっても、公的機関が加入者が死

亡したと認めたときは、死亡共済金を給付する。 

    ①航空機事故の場合      30日 

    ②船舶事故の場合       3ヵ月 

    ③①、②以外の危難の場合   1年 

    ・前項の手続により共済金を支払った後に生存が確認された時は、すでに支払われた共済金を返還しなければなら

ない。 

    ・給付申請にあたっては、次の必要な書類の提出をしなければならない。 

     １）当該官公署発行の行方不明または、遭難の証明書 

     ２）親族連署による死亡を認めた書類、念書など 

 

（２）重度障害共済金 

＜認定基準＞ 

重度障害共済金は、加入者が共済契約期間中に下表に規定する身体障がいの状態に、障がいが固定したときに

給付する。身体障がいとは、病気または傷害が治癒したときに残存する障がいをいう。 

＜給付基準＞ 

①障害固定日の契約口数で給付する。 

     ②死亡共済金と重複して給付しない。 

     ③自殺行為による重度障害共済金は、自殺行為による死亡共済金の給付基準に準ずる。 

④直接であると間接であるとを問わず、基本契約の発効日または更新日においてすでに罹患していた疾病または

受傷していた傷害を原因として、基本契約の発効日または更新日から180日以内に重度障がいの状態となった場

合には、「基本契約共済金額 × 50％」を重度障害共済金として支払う。 

     ⑤等級とその共済金の額については次表に規定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

共済金の額（１口あたり） 1,000,000 円 



等級 認定基準 
共済金の額 

1口あたり 

病気重度障害１級 

事故重度障害１級 

１    両眼が失明したもの 

２    そしゃく及び言語の機能を廃したもの 

３    神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

４    胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

５    削 除 

６    両上肢をひじ関節以上で失ったもの 

７    両上肢の用を全廃したもの 

８    両下肢をひざ関節以上で失ったもの 

９    両下肢の用を全廃したもの 

1,000,000円 

病気重度障害２級 

事故重度障害２級 

１   １眼が失明し、他眼の視力が0．02以下になったもの 

２    両眼の視力が0．02以下になったもの 

２の２ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 

２の３ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するも    

    の 

３    両上肢を手関節以上で失ったもの 

４    両下肢を足関節以上で失ったもの 

1,000,000円 

病気重度障害３級 

事故重度障害３級 

２    そしゃく又は言語の機能を廃したもの 

３    神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服すること

ができないもの 

４    胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服すること 

ができないもの 

1,000,000円 

（注）労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)に準じて行なう。  

 

（３）事故特約共済金 

＜認定基準＞ 

事故特約共済金は、加入者が共済契約期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済契約期間中に死

亡または重度障がいの状態に障がいが固定したときに給付する。 

＜給付基準＞ 

① 事故日から障がい固定日までの継続口数で給付する。 

継続口数とは、事故日から死亡日または障がい固定日までの間の最小口数をいう。 

② 死亡共済金、重度障害共済金に加算して給付する。 

③ 事故後遺障害共済金を支払った後に同一の不慮の事故等を起因として死亡した場合や、重度障がいに 

なった場合、すでに支払った事故後遺障害共済金を差し引いて給付する。 

④ 共済金の額は次のとおりとする。 

 

（４） 事故後遺障害共済金 

＜認定基準＞ 

       事故後遺障害共済金は、重度障がいに該当しない身体障がいについて、加入者が共済契約期間中に発生した不慮

の事故等を直接の原因として、共済契約期間中に下表に規定する身体障がいの状態に障がいが固定したときに給

付する。身体障がいとは、病気または傷害が治癒したときに残存する障がいをいう。 

＜給付基準＞ 

    ① 事故日から障がい固定日までの継続口数で給付する。継続口数とは、事故日から死亡日または障がい固定日まで

の間の最小口数をいう。 

    ② 事故後遺障害共済金を支払った後に同一の不慮の事故等を起因として等級が変更になった場合、すでに支 

払った事故後遺障害共済金を差し引いて給付する。 

③ 事故後遺障害共済金を支払う場合において、すでに身体障がいのあった同一の部位について障がいの程度を加

重したときは、すでにあった身体障がいに関する日産労連の共済金の支払いの有無にかかわらず、加重後の身

体障がいが該当する等級に応じた共済金額からすでにあった身体障がいが該当する等級に応じた共済金額を差

し引いて給付する。    

    ④ 等級とその共済金の額については次表に規定する。  

共済金の額（１口あたり） 500,000円 



等級 認定基準 
共済金の額 

1口あたり 

事故後遺障害３級 
１    １眼が失明し、他眼の視力が 0．06以下になったもの 

５    両手の手指の全部を失ったもの 
450,000円 

事故後遺障害４級 

１    両眼の視力が0．06以下になったもの 

２    そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 

３    両耳の聴力を全く失ったもの 

４    １上肢をひじ関節以上で失ったもの 

５    １下肢をひざ関節以上で失ったもの 

６    両手の手指の全部の用を廃したもの 

７    両足をリスフラン関節以上で失ったもの 

400,000円 

事故後遺障害５級 

１    １眼が失明し、他眼の視力が0．1以下になったもの 

１の２ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務

に服することができないもの 

１の３ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服す

ることができないもの 

２    １上肢を手関節以上で失ったもの 

３    １下肢を足関節以上で失ったもの 

４    １上肢の用を全廃したもの 

５     １下肢の用を全廃したもの 

６    両足の足指の全部を失ったもの 

350,000円 

事故後遺障害６級 

１    両眼の視力が0．1以下になったもの 

２    そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 

３    両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった

もの 

３の２ １耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普

通の話声を解することができない程度になったもの 

４    せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 

５    １上肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの 

６    １下肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの 

７    １手の５の手指又は母指を含み４の手指を失ったもの 

300,000円 

事故後遺障害７級 

１    １眼が失明し、他眼の視力が0．6以下になったもの 

２    両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することが

できない程度になったもの 

２の２ １耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話

声を解することができない程度になったもの 

３    神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服するこ

とができないもの 

４    削 除 

５    胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することがで

きないもの 

６    １手の母指を含み３の手指又は母指以外の４の手指を失ったもの 

７    １手の５の手指又は母指を含み４の手指の用を廃したもの 

８    １足をリスフラン関節以上で失ったもの 

９    １上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 

10    １下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 

11    両足の足指の全部の用を廃したもの 

12    外ぼうに著しい醜状を残すもの 

13    両側のこう丸を失ったもの 

250,000円 

事故後遺障害８級 
１    １眼が失明し、又は１眼の視力が0．02以下になったもの 

２    せき柱に運動障害を残すもの 
225,000円 



３    １手の母指を含み２の手指又は母指以外の３の手指を失ったもの 

４    １手の母指を含み３の手指又は母指以外の４の手指の用を廃したもの 

５    １下肢を５センチメートル以上短縮したもの 

６    １上肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの 

７    １下肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの 

８    １上肢に偽関節を残すもの 

９    １下肢に偽関節を残すもの 

10    １足の足指の全部を失ったもの 

事故後遺障害９級 

１    両眼の視力が0．6以下になったもの 

２    １眼の視力が0．06以下になったもの 

３    両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 

４    両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

５    鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 

６    そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 

６の２ 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することができな

い程度になったもの 

６の３ １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、

他耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難で

ある程度になったもの 

７    １耳の聴力を全く失ったもの 

７の２ 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な

程度に制限されるもの 

７の３ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に

制限されるもの 

８    １手の母指又は母指以外の２の手指を失ったもの 

９    １手の母指を含み２の手指又は母指以外の３の手指の用を廃したもの 

10    １足の第１の足指を含み２以上の足指を失ったもの 

11    １足の足指の全部の用を廃したもの 

11の２ 外ぼうに相当程度の醜状を残すもの 

12    生殖器に著しい障害を残すもの 

150,000円 

事故後遺障害 10級 

１    １眼の視力が0．1以下になったもの 

１の２ 正面視で複視を残すもの 

２    そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 

３    14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 

３の２ 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難で

ある程度になったもの 

４    １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった

もの 

５    削 除 

６    １手の母指又は母指以外の２の手指の用を廃したもの 

７    １下肢を３センチメートル以上短縮したもの 

８    １足の第１の足指又は他の４の足指を失ったもの 

９    １上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの 

10    １下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの 

100,000円 

事故後遺障害 11級  

１    両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 

２    両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

３    １眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

３の２ 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 

３の３ 両耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができない程度

になったもの 

４    １耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することが

できない程度になったもの 

75,000円 



５    せき柱に変形を残すもの 

６    １手の示指、中指又は環指を失ったもの 

７    削 除 

８    １足の第１の足指を含み２以上の足指の用を廃したもの 

９    胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるも

の 

事故後遺障害 12級 

１     １眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 

２     １眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

３     ７歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 

４    １耳の耳かくの大部分を欠損したもの 

５    鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 

６    １上肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの 

７    １下肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの 

８    長管骨に変形を残すもの 

８の２ １手の小指を失ったもの 

９    １手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 

10    １足の第２の足指を失ったもの、第２の足指を含み２の足指を失ったもの

又は第３の足指以下の３の足指を失ったもの 

11    １足の第１の足指又は他の４の足指の用を廃したもの 

12    局部にがん固な神経症状を残すもの 

13    削 除 

14    外ぼうに醜状を残すもの 

50,000円 

事故後遺障害 13級 

１    １眼の視力が0．6以下になったもの 

２    １眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 

２の２ 正面視以外で複視を残すもの 

３    両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 

３の２ ５歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 

３の３ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 

４    １手の小指の用を廃したもの 

５    １手の母指の指骨の一部を失ったもの 

６    削 除 

７    削 除 

８    １下肢を１センチメートル以上短縮したもの 

９    １足の第３の足指以下の１又は２の足指を失ったもの 

10    １足の第２の足指の用を廃したもの、第２の足指を含み２の足指の用を廃

したもの又は第３の足指以下の３の足指の用を廃したもの 

35,000円 

事故後遺障害 14級 

１    １眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 

２    ３歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 

２の２ １耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができない程度

になったもの 

３    上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 

４    下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 

５    削 除 

６    １手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 

７    １手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった

もの 

８    １足の第３の足指以下の１又は２の足指の用を廃したもの 

９    局部に神経症状を残すもの 

20,000円 

１ 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定する。 

２ 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。 

３ 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっ

ては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 



４ 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。 

５ 足指の用を廃したものとは、第１の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は

中足指節関節若しくは近位指節間関節(第１の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 

（注）労働者災害補償保険法施行規則（昭和 30年 9月１日労働省令第 22号） 

    別表第１（第 14条、第 15条、第 18条の 8関係）「障害等級表」による。 

 

（５）病気後遺障害共済金 

＜認定基準＞ 

病気後遺障害共済金は、重度障がいに該当しない病気による身体障がいについて、加入者が共済契約期間中に

身体障害者福祉法に基づいた地方自治体発行の身体障害者手帳を交付されたときに給付する。 

＜給付基準＞ 

① 身体障害者手帳交付日の契約口数で給付する。 

② 生命共済加入以前に身体障害者手帳が交付されているときは、加入時の等級分の共済金を差し引いて給付する。 

③ 病気後遺障害共済金を支払った後に等級が変更になったときは、すでに支払った病気後遺障害共済金を差し引

いて給付する。 

④ 等級とその共済金の額については次表に規定する。 

ここでいう等級とは身体障害者福祉法施行規則で定められる身体障害者障害程度等級表に基づいた地方自治体

発行の障害者手帳に記載されている等級をいう。 

 

 

（６）障害見舞金 

＜認定基準＞ 

① 加入者（発効日または更新日現在の年齢が満66歳未満の人に限る。）が、共済期間中にはじめて以下の「障害

の定義」に規定する特定の身体の障害の状態となったとき（それぞれ1回のみの支払い）。 

 

 

 

 

 

 

（注1）「恒久的心臓ペースメーカー」とは、体内に埋め込んだ心臓ペースメーカーをいい、心臓ペースメーカー

を一時的に装着した場合は含まない。また、すでに装着した恒久的心臓ペースメーカーまたはその付属品

を交換する場合（電池交換等）を除く。 

（注2）「人工弁」とは、機能が低下した弁膜の代用として、心臓内に移植するために人工的に作られた弁膜をい

い、生体弁の移植を含むものとする。ただし、人工弁を再置換する場合およびすでに人工弁を置換した部

位とは異なる部位に人工弁を置換する場合を除く。 

（注3）「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行なう療法をいう。ただし、一時

的な人工透析療法を除く。 

（注4）「腎移植」とは、腎機能の回復の見込がないときに、他人から健康な腎臓の提供を受ける治療をいい、 

自家腎移植および再移植を除く。 

（注5）「直腸を切断し」とは、直腸および肛門を一塊として摘出した場合をいう。 

等級 認定基準 
共済金の額 

１口あたり 

病気後遺障害１．２級 身体障害者手帳１．２級を交付されたもの 300,000円 

病気後遺障害３級 身体障害者手帳３級を交付されたもの 150,000円 

病気後遺障害４級 身体障害者手帳４級を交付されたもの 80,000円 

病気後遺障害５級 身体障害者手帳５級を交付されたもの 50,000円 

病気後遺障害６．７級 身体障害者手帳６．７級を交付されたもの 20,000円 

「障害の定義」 

１．恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの 

２．心臓に人工弁を置換したもの 

３．腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析療法または腎移植を受けたもの 

４．直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの 

５．ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの 



        ただし、直腸および肛門を一塊として摘出していない場合であっても、恒久的な人工肛門を造設した 

ものについては、直腸および肛門を一塊として摘出したものとみなす。 

（注6）「人工肛門」とは、恒久的に腸管を体外に開放し、その腸管より腸内容を体外に排出するものをいう。 

（注7）「人工ぼうこう」とは、ぼうこうの蓄尿および排尿の機能を代行するものをいう。 

② 障害見舞金が支払われた場合で、その後に同一の特定の身体の障害の状態となったときには、その原因がいか

なる場合でも、障害見舞金を重複して支払わない。 

＜給付基準＞ 

見舞金の額については次のとおりとする。   

     

 

（７）入院共済金 

    ＜認定基準＞         

入院共済金は、加入者が、医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ自宅での治療または通院による治療に

よっては治療の目的を達することができないため、病院または診療所へ入り、常に医師または歯科医師の管理下にお

いて治療に専念した期間に対して給付する。 

【事故入院共済金・病気入院共済金共通】 

① 入院日の契約口数で給付する。  

② １回の入院について 180日を限度とする。 

③ 医師または歯科医師が退院してもさしつかえないと認定した場合には、入院日数は入院した日からその認定に

より退院してもさしつかえないこととなった日までとする。 

④ 加入者が転入院した場合において、その転入院につき、前入院から連続して入院していたとみなすべき事情が

あると日産労連が認めたときは、前入院から連続して入院していたものとみなす。 

⑤ 加入者の入院中に次のいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生時に連続している入院は、

共済期間中の入院とみなす。 

ア 更新日において、次のいずれかにより、共済契約を更新することができなかったとき。 

ａ 共済契約者がすでに加入資格を失っていること。 

ｂ 共済契約者がすでに退会していること。 

ｃ 加入者が加入できる資格の範囲外であること。 

イ 共済契約者を加入者とするすべての共済契約が解除されたことにより、更新日において、当該共済契約者の

配偶者にかかる共済契約を更新することができなかったとき。 

ウ 重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。 

エ 共済契約者を加入者とする共済契約が消滅する場合において、当該共済契約者の配偶者にかかる共済契約が

継続されないとき。 

 

【事故入院共済金】 

① 加入者が、事故入院共済金が支払われる入院をした後に、同一の不慮の事故を直接の原因として再入院し 

た場合には、当該再入院が事故の日を含めて180日以内に開始されたときに限り、１回の入院とみなす。 

② 加入者が、事故入院共済金が支払われる入院（以下、「当初の入院」という。）の期間中に発生した異なる不

慮の事故を直接の原因として入院を開始した場合（以下、これらの入院を「一連の入院」という。）には、当

初の入院の直接の原因となった不慮の事故について事故入院共済金を支払い、異なる不慮の事故による入院に

ついては事故入院共済金を支払わない。ただし、一連の入院期間中に当初の入院の事故入院共済金が支払われ

る期間が終了した場合には、異なる不慮の事故による入院について事故入院共済金として次の金額を支払う。 

＜事故入院共済金額 × ( 一連の入院の入院日数 － 当初の入院の入院日数 )＞ 

③ 加入者が、病気入院共済金が支払われる入院（以下、「当初の入院」という。）中に、不慮の事故による入院

を開始したときには、事故入院共済金として次の金額を支払う。この場合において、当初の入院と不慮の事故

による入院との重複する期間については、病気入院共済金を支払わない。 

＜事故入院共済金額 × 不慮の事故により入院を開始した日からその日を含めた事故入院日数＞ 

④ 事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院であっても、日産労連が認める場合には、事故

の日からその日を含めて180日以内に開始した入院とみなす。 

 

 

 

見舞金の額 4,000円(口数に関わらず一律) 



【病気入院共済金】 

① 加入者が、病気入院共済金が支払われる入院（以下、「当初の入院」という。）を開始した場合に異なる疾病

を併発していたとき、または当初の入院期間中に異なる疾病を併発したときには、当初の入院の直接の原因と

同一の原因(※病名を異にするものであっても、直接であるか間接であるかを問わず、日産労連が因果関係のあ

る一連の疾病による入院と認めた場合を含む。)により連続して入院したものとみなして取り扱う。 

② 加入者が、事故入院共済金が支払われる入院の期間中に、病気入院共済金の支払事由に該当する入院を開始し

た場合において、事故入院共済金が支払われる期間が終了したときは、病気入院共済金として次の金額を支払

う。 

＜病気入院共済金額 × 事故入院共済金が支払われる期間が終了した日の翌日から起算した入院日数＞ 

③ 事故入院共済金が支払われる期間については、病気入院共済金を支払わない。 

④ 加入者が病気入院共済金の支払事由に該当する入院をし、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、その

入院と同一の原因(※病名を異にするものであっても、直接であるか間接であるかを問わず、日産労連が因果関

係のある一連の疾病による入院と認めた場合を含む。)により入院した場合には、これらの入院を１回の入院と

みなす。ただし、同一の原因による入院でも、病気入院共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日

の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とする。 

⑤ 次のいずれかを原因とする入院については、疾病の治療を目的とする入院とみなす。 

ア 日産労連が異常分娩と認めた分娩による入院 

イ 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日経過後に開始

した入院。 

ウ 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による入院 

エ 発効日前に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院 

オ 発効日前に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による入院 

⑥ 加入者の入院中に、共済金額を減額して更新された場合には、病気入院共済金の支払額は各入院日における病

気入院共済金額により計算する。 

 ＜給付基準＞         

 共済金の額については次のとおりとする。      

  

 

 

（８）入院見舞金 

＜認定基準＞ 

 入院共済金を給付した場合、入院見舞金を付加給付する。 

＜給付基準＞ 

①入院共済金の支払い限度(180日)の期間中に１回のみとする。 

②見舞金の額については次のとおりとする。 

 

 

（９）手術共済金 

＜認定基準＞ 

    ①手術共済金は、共済期間中に以下のアからエのすべてを満たす手術を受けた場合に給付する。 

ア．次のいずれかに該当する手術 

 ・共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180 日以内に受けた

手術 

・疾病を原因とする手術 

イ．治療を直接の目的とする手術 

ウ．病院または診療所において受けた手術 

エ．次のいずれかの種類に該当する手術 

・公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術 

(歯科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の

算定対象となる手術を含む。) 。ただし、手術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表ま

たは歯科診療報酬点数表によるものとし、次に掲げる手術を除く。 

 

共済金の額 500円×入院日数（１口あたり） 

見舞金の額 5,000円(口数に関わらず一律) 



a 創傷処理 

b 皮膚切開術 

c デブリードマン 

d 骨、軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 

e 抜歯手術 

f 診療報酬点数表における診療報酬点数が1,400 点未満の手術 

※ 診療報酬点数には、手術に際して使用した材料・麻酔・薬剤などの費用や加算にかかる点数は含まない。 

※ 診療報酬点数が1,400 点未満の手術を同時に2つ以上受けた場合であっても、1,400 点未満の手術を1つ

のみ受けたものとみなして取り扱う。 

・先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合な

どの操作を加える手術。ただし、歯、義歯、または歯肉の処置に伴う手術およびエのａからｄまでに該当す

る手術を除き、検査、診断、計画、測定、試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為

ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為

は含まない。 

② 加入者が、①エに規定する手術のうち、同時に２つ以上の手術を受けた場合には、１つの手術を受けたものと

みなして①の規定を適用する。 

③ 「同時に２つ以上の手術を受けた場合」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

ア．１回の手術（手術を開始してから終了するまでの一連の施術）の中で、複数種類の手術が行われたとき。 

イ．１日（同じ日）のうちに複数回の手術が行われたとき。 

④ 日産労連は、加入者が同一の手術を複数回受けた場合であって、これらの手術が医科診療報酬点数表または歯

科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けたときでも手術料が１回のみ算定されるものとして

定められている手術に該当するときは、１つの手術を受けたものとみなして①の規定を適用する。 

⑤ 日産労連は、加入者が①に規定する手術を受けた場合であって、当該手術が医科診療報酬点数表または歯科診

療報酬点数表において１日につき手術料が算定されるものとして規定されている手術に該当するときは、その

手術を受けた１日目のみ手術を受けたものとみなして①の規定を適用する。 

⑥ 日産労連は、次の各号のいずれかを原因とする手術については、疾病の治療を目的とした手術とみなして、①

から⑤までの規定を適用する。 

ア．日産労連が異常分娩と認めた分娩による手術 

イ．共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日経過後に受けた

手術 

ウ．共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による手術 

エ．発効日前に発生した不慮の事故を直接の原因とする手術 

オ．発効日前に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による手術 

⑦ ①から⑥までの場合において、不慮の事故が発生した日以後、共済金額が変更された場合は、不慮の事故が発

生した日における共済金額または手術を受けた日における共済金額のいずれか小さい金額とする。 

＜給付基準＞ 

共済金の額については次のとおりとする。 

共済金の額（1回あたり） 1日あたりの入院給付額×10 

 

【ドナー支援金】 

＜認定基準＞ 

共済期間中に、次のアおよびイのすべてをみたす手術を受けたとき給付する。 

ア．生体間における骨髄移植または臓器移植のドナーとなるための骨髄の採取または臓器の採取もしくは摘出

を直接の目的とした手術 

イ．病院または診療所(日本国外の医療施設を除く｡)において受けた手術 

＜給付基準＞ 

 共済金の額については次のとおりとする。 

 

 

 

 

共済金の額 1日あたりの入院給付額×10  



【放射線治療共済金】 

   ＜認定基準＞ 

① 共済期間中に、次のすべてをみたす施術を受けたとき給付する。 

ア 次のいずれかに該当する施術 

・共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180 日以内に受けた

施術 

・疾病を原因とする施術 

イ 治療を直接の目的とする施術 

ウ 病院または診療所において受けた施術 

エ 次のいずれかの種類に該当する施術 

・公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている

放射線照射(「血液照射」を除く｡)または温熱療法による施術 (歯科診療報酬点数表により放射線治療科

の算定対象となる施術のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象となる放射線照射

(「血液照射」を除く。)または温熱療法による施術を含む。) 。ただし、施術を受けた時点において効力

を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとする。 

・先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術 

② ①の規定にかかわらず、加入者が放射線治療を２回以上受けた場合、放射線治療共済金が支払われることとな

った直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については放射線治療共済

金を支払わない。 

③ 加入者が、①エに規定する施術のうち、同時に２つ以上の施術を受けた場合には、１つの施術を受けたものと

みなして①の規定を適用する。 

④ ③に規定する「同時に２つ以上の施術を受けた場合」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

ア．１回の施術（施術を開始してから終了するまでの一連の施術）の中で、複数種類の施術が行われたとき。 

イ．１日（同じ日）のうちに複数回の施術が行われたとき。 

⑤ 日産労連は、加入者が同一の施術を複数回受けた場合であって、これらの施術が医科診療報酬点数表または歯

科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けたときでも放射線治療料が１回のみ算定されるもの

として定められている施術に該当するときは、１つの施術を受けたものとみなして①の規定を適用する。 

⑥ 日産労連は、加入者が①に規定する施術を受けた場合であって、当該施術が医科診療報酬点数表または歯科診

療報酬点数表において１日につき放射線治療料が算定されるものとして規定されている施術に該当するときは、

その施術を受けた１日目のみ施術を受けたものとみなして①の規定を適用する。 

⑦ 日産労連は、次の各号のいずれかを原因とする施術については、疾病の治療を目的とした施術とみなして、①

から⑥までの規定を適用する。 

ア．日産労連が異常分娩と認めた分娩による施術 

イ．共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日経過後に 

受けた施術 

ウ．共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による施術 

エ．発効日前に発生した不慮の事故を直接の原因とする施術 

オ．発効日前に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による施術 

⑧ ①から⑦までの場合において、不慮の事故が発生した日以後、共済金額が変更された場合は、不慮の事故が発

生した日における共済金額または施術を受けた日における共済金額のいずれか小さい金額とする。 

＜給付基準＞ 

共済金の額については次のとおりとする。 

 

 

（１０）診断書補助料 

   ＜認定基準＞ 

リック指定の診断書を提出したが、共済金の支払いが全ての給付項目において無かった場合に次の診断書補助

料を支払う。 

＜給付基準＞ 

①入院（手術）等治療診断書を提出した場合        5,000円と消費税 

②死亡診断書・後遺障害証明書(診断書)を提出した場合  8,000円と消費税 

 

共済金の額 1日あたりの入院給付額×10  



別表 2 必要書類 

（１）加入申込・解約・内容変更手続きに必要な書類 

加入申込 
加入申込書（火災・生命共済満了通知・新規申込・兼内容変更届） 

＊さらに、告知型については「健康に関する報告書」が必要 

解約 内容変更届（火災・生命共済満了通知・新規申込・兼内容変更届） 

口数変更 内容変更届（火災・生命共済満了通知・新規申込・兼内容変更届） 

受取人変更 

＜加入募集期間＞  

内容変更届（火災・生命共済満了通知・新規申込・兼内容変更届） 

配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹以外を指定したい場合、上記書類のほか「死亡共済

金受取人指定（変更・取消）申請書」・共済契約者の「印鑑証明書」が必要となる。 

＜加入募集期間以外＞ 

「死亡共済金受取人指定（変更・取消）申請書」  

配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹以外を指定したい場合、上記書類のほか共済契約者

の「印鑑証明書」が必要となる。 

 

（２）共済金請求に必要な書類 
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障
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金
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求
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関
す
る
申
告
書(

注
１
０) 

病気・自殺による死亡 ○ ○       ○ △  ○   ○  

事故による死亡 ○ ○       ○ △ ○ ○  ○  

病気による重度障がい ○   ○     △ △  ○ △  △ 

事故による重度障がい ○   ○     △ △ ○ ○ △  △ 

病気による後遺障がい ○   △ ○     △   ○   △ 

事故による後遺障がい ○   ○       △ ○ ○   △ 

病気による入院（見舞金を含む） ○       △       ○    

事故による入院（見舞金を含む） ○       △     ○ ○    

病気による手術 ○       △       ○    

事故による手術 ○       △     ○ ○    

○は必ず必要  △は場合によっては不要 

（注１）死亡診断書 

・ 次の場合は所定診断書以外の診断書で代用できる。     

① 死亡日が新規加入（増口）してから２年以上経過している場合  

     ② 死亡原因が事故または自殺の場合 

 

（注２）後遺障害診断書  

① 公的災害補償制度で使用された後遺障害診断書 

（労働者災害補償保険支給決定・支払通知書、自動車損害賠償責任保険の支払通知書、事前認定票など） 

② 上記①の書類が無い場合、他の保険会社等に提出した後遺障害診断書の写し  

（初診日・既往症欄･医師の所見が入っているもの） 

    ③ 上記②の書類が無い場合、リック指定の後遺障害診断書 



病気による後遺障害申請者で明らかに重度障がいに該当しない場合 （人工透析・心臓ペースメーカーにより 

身体障害者手帳を交付された方） は不要とする。 

 

（注３）入院・手術等治療証明書（診断書） 

＜入院共済金申請＞ 

① 他の保険会社等に提出した入院診断書の写し  

（初診日・既往症欄･医師の所見が入っているもの） 

    ② 上記①の書類が無い場合、医療機関発行の証明書 

     （退院証明書、健康保険・傷病手当金の請求書、労働者災害補償保険、医療機関指定様式の診断書） 

③ 上記②の書類が無い場合、医療機関発行の診療明細書 および領収書 

 （診療明細書で手続きする場合は、共済金請求書の「入院・手術等状況報告欄」の記入を必須とする） 

④ 上記③の書類が無い場合、医療機関発行の領収書 

⑤ 上記①から④の書類が無い場合、リック指定の入院（手術）診断書   

＜手術共済金申請＞ 

① 他の保険会社等に提出した入院診断書の写し 

（初診日・既往症欄･医師の所見および手術名・手術コードが入っているもの）         

② 上記①の書類が無い場合、医療機関発行の診療明細書および領収書 

 （診療明細書で手続きする場合は、共済金請求書の「入院・手術等状況報告欄」の記入を必須とする） 

③ 上記①から②の書類が無い場合、リック指定の入院（手術）診断書       

 ＜ドナー支援金＞ 

① 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書（骨髄移植となるため、骨髄の採取をされた場合） 

② 各種証明書（臓器移植のドナーとなるため、臓器の採取をされた場合） ※様式は問わない 

  （ドナー提供者の氏名・生年月日、提供した臓器とその摘出手術日、医療機関および担当医師の署名捺印） 

＜放射線治療共済金＞ 

① 他の保険会社等に提出した入院診断書の写し（施術の内容が入っているもの） 

②上記①の書類が無い場合、医療機関発行の診療明細書 および領収書 

③上記②の書類が無い場合、リック指定の入院（手術）診断書 

 

（注４）加入者及び共済金受取人の戸籍謄本 

・死亡された加入者の戸籍謄本から、共済金受取人が判断できない場合は、「共済金受取人の戸籍謄本」が必要にな

る。      

・共済金受取人が両親・子供・兄弟姉妹等のように「同一順位者」が複数いる場合（例えば父と母は同順位者となる。）

は 、以下が必要になる。 

「委任状」 

「委任する方の印鑑証明書（共済金が 200万円超の場合は必要）」 

「委任する方の戸籍謄本」 

・ 重度障がいの場合、受取人が契約者本人のため戸籍謄本は不要だが、契約者本人が重度障がいとなり、法律行為

が行えない状態の場合、代わってご請求いただく方を決めるために、代行者等の戸籍謄本の提出が必要となるこ

とがある。 

 

（注５）印鑑証明書 

・ 発行日から３ヶ月以内のものとし、共済金が 100万円超の場合に必要とする（コピーは不可）。 

 

 

 

 

 

 

 

（注６）公的な事故証明書  

・ 交通事故等の場合、以下の添付が必要となる。  

 

・交通事故証明書（交通事故による場合） 

・自動車損害賠償責任共済（保険）支払通知書の写し（交通事故による場合）   

・専務車掌、駅長または助役の証明書（列車、駅構内等における事故による場合） 

・建物等の管理者の事故証明書（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、ｴｽｶﾚｰﾀｰの事故、建造物の倒壊、物の落下の事故による場合） 

※交通事故の場合で上記書類が取得できない場合 

ア 官公署の発行する救急用自動車出動証明書、イ 労働者災害補償保険請求書および支給決定・支給通知書の写し、 

ウ 公務災害認定申請書ならびに公務災害認定書の写し 他 



・ 不慮の事故証明書とは、以下のいずれかの証明書をいう。 

 

 

 

 

 

（注７）同意書（全事由共通） 

         共済金の請求時は、個人情報（要配慮個人情報含む）の取得・提供に関する同意書の提出が必須となる。  

 

（注８）日常生活状況報告表（障害申請のみ）    

      （家族・介護者に対し障がいの状態について状況報告をもらうもの）   

脳神経系統（脳・脊髄）の機能障害または精神の障害による障害申請の場合、必要となる。 

 

（注９）個人番号カードまたは通知カードまたは個人番号の記載がある住民票の写し（共済金が 100万円超の場合は必要） 

      ・本人死亡の場合 

①受取人の個人番号カードまたは通知カードまたは個人番号の記載がある住民票の写し。 

        ②「契約者マイナンバー(個人番号)申告書」 

③契約者の個人番号カードまたは通知カードまたは個人番号の記載がある住民票の写し。 (③について

は提出が可能な場合) 

・配偶者死亡の場合 

①受取人の個人番号カードまたは通知カードまたは個人番号の記載がある住民票の写し。 

 

（注１０）障害見舞金の請求に関する申告書 

認定基準に定める障害の状態に該当した場合、障害見舞金の申請時に必要となる。 

提出された診断書（コピー可）で判断できる場合は不要とする。 

 

 

別表 3  不慮の事故等の定義とその範囲 

 

①不慮の事故の定義 

不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故｣をいう。ただし、疾病または体質的な要因を有する加入者が

軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときを除く。 

ア．急激とは、事故から傷害の発生までの経過が直接的で時間的間隔のないことをいい、慢性、反復 

性または持続性が認められるものは含まない。 

イ．偶然とは、事故の発生または事故による傷害の発生が加入者にとって予見できないことをいう。 

ウ．外因とは、事故および事故の原因が加入者の身体の外部から作用することをいう。 

②外因による事故の範囲 

外因による事故の範囲は、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類

項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版｣によ

るものとする。 

 

分類項目 基本分類表番号 

1 鉄道事故 Ｅ 800〜Ｅ 807 

2 自動車交通事故 Ｅ 810〜Ｅ 819 

3 自動車非交通事故 Ｅ 820〜Ｅ 825 

4 その他の道路交通機関事故 Ｅ 826〜Ｅ 829 

5 水上交通機関事故 Ｅ 830〜Ｅ 838 

6 航空機および宇宙交通機関事故 Ｅ 840〜Ｅ 845 

7 他に分類されない交通機関事故 Ｅ 846〜Ｅ 848 

8 
医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 

ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれない。また、
Ｅ 850〜Ｅ 858 

・労働者災害補償保険請求書および支給決定・支払通知書の写し（労働災害による場合） 

・公務災害認定申請書および公務災害認定書の写し（公務上の災害による場合） 

・救急用自動車、消防用自動車出動証明書その他官公署の発行する不慮の事故を証明する書類（上記以外）    



疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 

9 

その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 

ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎なら

びにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒（ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他

および詳細不明の細菌性食中毒）およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、

大腸炎は含まれない。 

Ｅ 860〜Ｅ 869 

10 
外科的および内科的診療上の患者事故 

ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 
Ｅ 870〜Ｅ 876 

11 

患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的及び内科的処置で処置時事故の

記載のないもの。 

ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 

Ｅ 878〜Ｅ 879 

12 不慮の墜落 Ｅ 880〜Ｅ 888 

13 火災および火焔による不慮の事故 Ｅ 890〜Ｅ 899 

14 

自然および環境要因による不慮の事故 

ただし、｢過度の高温（Ｅ 900）中の気象条件によるもの」、｢高圧、低圧および気圧

の変化（Ｅ 902）｣、｢旅行および身体動揺（Ｅ 903）」および「飢餓、渇、不良環境

暴露および放置（Ｅ904）中の飢餓、渇」は除外する。 

Ｅ 900〜Ｅ 909 

15 

溺水、窒息および異物による不慮の事故 

ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の

吸入また嚥下による気道閉塞または窒息（Ｅ 911）｣、｢その他の物体の吸入または

嚥下による気道の閉塞または窒息（Ｅ912）」は除外する。 

Ｅ 910〜Ｅ 915 

16 

その他の不慮の事故  

ただし、「努力過度および激しい運動（Ｅ 927）中の過度の肉体行使、レクリエーシ

ョン、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的

原因および不慮の事故(Ｅ928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除

外する。 

Ｅ 916〜Ｅ 928 

17 

医薬品および生物的製剤の治療上使用による有害作用 

ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれない。また、

疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 

Ｅ 930〜Ｅ 949 

18 他殺および他人の加害による損傷 Ｅ 960〜Ｅ 969 

19 法的介入。ただし、｢処刑（Ｅ978）｣は除外する。 Ｅ 970〜Ｅ 978 

20 戦争行為による損傷 Ｅ 990〜Ｅ 999 

21 その他日産労連が特に認めた場合   

 

③特定感染症 

感染症とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、 

分類項目の内容については、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分 

類提要、ＩＣＤ－10(2003 年版)準拠」によるものとする。 

 

分類項目 基本分類コード 

コレラ Ａ00 

腸チフス Ａ01.0 

パラチフスＡ  Ａ01.1 

細菌性赤痢  Ａ03 

腸管出血性大腸菌感染症  Ａ04.3 

アメーバ赤痢  Ａ06.0,Ａ06.1 

結核  Ａ15～Ａ19 

ペスト Ａ20 

ジフテリア  Ａ36 

猩紅熱  Ａ38 

流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性髄膜炎） A39.0 



発疹チフス  Ａ75.0 

急性灰白髄炎＜ポリオ＞ Ａ80 

日本脳炎  Ａ83.0 

南米出血熱 アルゼンチン出血熱 Ａ96.0 

ボリビア出血熱 Ａ96.1 

ブラジル出血熱・ベネズエラ出血熱 Ａ96.8 

ブラジル出血熱・ベネズエラ出血熱 Ａ96.8 

ラッサ熱  Ａ96.2 

クリミヤ・コンゴ＜Crimean‐Congo＞出血熱 Ａ98.0 

マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病  Ａ98.3 

エボラ＜Ebola＞ウイルス病  Ａ98.4 

痘そう(天然痘)  Ｂ03 

鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）  Ｊ10.1 

重症急性呼吸器症候群［ＳＡＲＳ］ 

（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイル

スであるものに限る｡) 

Ｕ04 

 


